
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　告

　示 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
件                            

七
〇 

○
農
地
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
裁
定
の
申
請
が
あ
っ
た
件                    

七
一 

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件                  

七
一 

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件                                                    

七
二 

　公

　告 

○
一
般
競
争
入
札
を
行
う
件
三
件                                                  

七
三 

　福
島
県
病
院
局 

○
一
般
競
争
入
札
を
行
う
件                                                      

七
九 

　正

　誤 

○
令
和
七
年
一
月
十
七
日
付
け
定
例
第
五
百
四
十
四
号
中                                

八
一 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

告

　
　示 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
告
示
第
九
十
二
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
の
新
設
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
及
び
同
条
第
二
項
に

規
定
す
る
添
付
書
類
を
令
和
七
年
二
月
十
四
日
か
ら
同
年
六
月
十
四
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業

振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県
相
双
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課

及
び
南
相
馬
市
商
工
観
光
部
商
工
労
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
七
年
二
月
十
四
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

一

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

ス
ー
パ
ー
セ
ン
タ
ー
ト
ラ
イ
ア
ル
南
相
馬
原
町
店

　福
島
県
南
相
馬
市
原
町
区
日
の
出
町
百
九
番

一
ほ
か 

二

　大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名

　称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名 

１

　大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者 

名
称

　株
式
会
社
ト
ラ
イ
ア
ル
カ
ン
パ
ニ
ー 

代
表
者
の
氏
名

　代
表
取
締
役

　石
橋

　亮
太 

住
所

　福
岡
県
福
岡
市
東
区
多
の
津
一
丁
目
十
二
番
二
号 

２

　大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者 

名
称

　株
式
会
社
ト
ラ
イ
ア
ル
カ
ン
パ
ニ
ー 

代
表
者
の
氏
名

　代
表
取
締
役

　石
橋

　亮
太 

住
所

　福
岡
県
福
岡
市
東
区
多
の
津
一
丁
目
十
二
番
二
号 

三

　大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

令
和
七
年
十
月
四
日 

四

　大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

四
千
百
九
十
九
平
方
メ
ー
ト
ル 

五

　大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

１

　駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

㈠

　位
置

　別
紙
図
面
の
と
お
り 

㈡

　収
容
台
数

　二
百
八
台 

２

　駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

㈠

　位
置

　別
紙
図
面
の
と
お
り 

㈡

　収
容
台
数

　二
十
三
台 

３

　荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

㈠

　位
置

　別
紙
図
面
の
と
お
り 

㈡

　面
積

　百
四
十
四
平
方
メ
ー
ト
ル 

４

　廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

㈠

　位
置

　別
紙
図
面
の
と
お
り 

㈡

　容
量

　十
三
・
一
立
方
メ
ー
ト
ル 

六

　大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

１

　大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

二
十
四
時
間 

２

　来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

二
十
四
時
間 

３

　駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

㈠

　数

　三
箇
所 

㈡

　位
置

　別
紙
図
面
の
と
お
り 

４

　荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

二
十
四
時
間 

七

　届
出
年
月
日 

令
和
七
年
二
月
三
日 

　（
「
別
紙
図
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
九
十
三
号 

　農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
七

年
二
月
五
日
付
け
で
公
益
財
団
法
人
福
島
県
農
業
振
興
公
社
（
福
島
県
農
地
中
間
管
理
機
構
）
か
ら
次

の
と
お
り
農
地
を
利
用
す
る
権
利
（
以
下
「
利
用
権
」
と
い
う
。
）
の
設
定
に
関
す
る
裁
定
の
申
請
が

あ
っ
た
。 

　
　令
和
七
年
二
月
十
四
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

一

　農
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
面
積 

所
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　地
番

　
　
　
　地
目

　面
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
） 

南
相
馬
市
鹿
島
区
烏
崎
字
南
谷
地

　
　
　三
四
九

　
　
　田

　
　一
八
五 

同

　
　市
鹿
島
区
烏
崎
字
南
谷
地

　
　
　三
四
三

　
　
　田

　
　六
四
七 

同

　
　市
鹿
島
区
小
島
田
字
仲
屋
舗

　
　二
七
九

　
　
　田

　
　三
一
九 

二

　農
地
の
利
用
の
現
況 

水
稲
の
栽
培
で
利
用 

三

　農
地
に
つ
い
て
の
申
請
者
の
利
用
計
画
の
内
容
の
詳
細 

水
稲
の
栽
培
で
利
用 

四

　希
望
す
る
利
用
権
の
始
期
及
び
存
続
期
間
並
び
に
借
賃
に
相
当
す
る
補
償
金
の
額 

１

　始
期

　令
和
七
年
五
月
一
日 

２

　存
続
期
間

　十
年 

３

　借
賃
に
相
当
す
る
補
償
金
の
額

　一
四
八
、
六
五
〇
円 

五

　そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項 

（
記
載
な
し
） 

（
農
村
振
興
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
九
十
四
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林

水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
七
年
二
月
十
四
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

石
川
郡
古
殿
町
大
字
松
川
字
仁
田
二
〇
六
の
一
か
ら
二
〇
六
の
四
ま
で
、
二
〇
七
の
一
か
ら
二

〇
七
の
五
ま
で
、
二
〇
九
の
一
か
ら
二
〇
九
の
三
ま
で 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
古
殿
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

二
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

石
川
郡
古
殿
町
大
字
山
上
字
浪
滝
二
七
九
の
二
、
二
七
九
の
三
、
二
八
〇
の
三
、
二
八
〇
の
四
、

二
八
一
の
一
か
ら
二
八
一
の
四
ま
で
、
二
八
六
の
二
、
二
八
六
の
三
、
二
九
六
の
一
、
二
九
六
の

二 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
崩
壊
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
古
殿
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

三
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

石
川
郡
古
殿
町
大
字
山
上
字
仮
宿
一
八
一
の
三
か
ら
一
八
一
の
一
四
ま
で 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
崩
壊
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
古
殿
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

四
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

石
川
郡
古
殿
町
大
字
大
久
田
字
石
神
九
八
の
五 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
崩
壊
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 
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⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
古
殿
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

五
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

石
川
郡
古
殿
町
大
字
松
川
字
寺
作
二
〇
七
の
二
か
ら
二
〇
七
の
八
ま
で
、
二
四
八
、
二
五
一
の

二
、
二
五
一
の
四
、
二
五
四
か
ら
二
五
六
ま
で
、
二
五
六
の
三
、
二
五
九
、
二
五
九
の
二
か
ら
二

五
九
の
四
ま
で
、
二
八
五
の
一
、
二
八
五
の
三
、
二
八
五
の
五
、
二
八
五
の
七
か
ら
二
八
五
の
一

六
ま
で 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

字
寺
作
二
四
八
、
二
五
四
、
二
五
五
、
二
五
九
、
二
五
九
の
二
、
二
五
九
の
四 

⑵

　そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。 

⑶

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
古
殿
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑷

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
古
殿
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
九
十
五
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
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公 告 第 ４ ０ 号  
  Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 福 島 県 総 務 部 公 用 車 の リ ー ス に
つ い て 、 次 の と お り 一 般 競 争 入 札 を 行 う の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調
達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 ） 第 ６ 条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 39
年 福 島 県 規 則 第 1 7 号 。 以 下 「 財 務 規 則 」 と い う 。 ） 第 2 7 4 条 の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告
す る 。  
    令 和 ７ 年 ２ 月 14 日  
                                                  福 島 県 知 事   内   堀   雅   雄  
１   入 札 に 付 す る 事 項  
  ⑴   借 入 物 品 の 名 称 及 び 数 量   自 動 車   43 台 （ 保 守 等 を 含 む 。 ）  
  ⑵   借 入 物 品 の 仕 様 等   仕 様 書 に よ る 。  
  ⑶   借 入 期 間   令 和 ７ 年 ７ 月 ２ 日 か ら 令 和 12 年 ７ 月 １ 日 ま で  
  ⑷   納 入 場 所   仕 様 書 に よ る 。  
２   入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 に 関 す る 事 項  

次 に 掲 げ る 条 件 を 全 て 満 足 し て い る 者 で あ り 、 か つ 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要
な 資 格 の 確 認 を 受 け た 者 で あ る こ と 。  
⑴   地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 2 2 年 政 令 第 1 6 号 ） 第 1 6 7 条 の ４ 第 １ 項 各 号 の い ず れ に も 該

当 し な い 者 で あ る こ と 。  
⑵   ３ に 掲 げ る 日 か ら 開 札 の 日 ま で の 間 に 、 福 島 県 か ら 入 札 参 加 資 格 制 限 措 置 又 は 指

名 停 止 を 受 け て い な い 者 で あ る こ と 。  
⑶   会 社 更 生 法 （ 平 成 14年 法 律 第 154号 ） の 規 定 に よ る 更 生 手 続 開 始 の 申 立 て を し て い

る 者 若 し く は 申 立 て が な さ れ て い る 者 又 は 民 事 再 生 法 （ 平 成 1 1 年 法 律 第 2 2 5 号 ） の 規
定 に よ る 再 生 手 続 開 始 の 申 立 て を し て い る 者 若 し く は 申 立 て が な さ れ て い る 者 に あ っ
て は 、 当 該 手 続 開 始 の 決 定 を 受 け た 後 に 、 こ の 入 札 に 参 加 す る こ と に 支 障 が な い と
認 め ら れ る 者 で あ る こ と 。  

⑷   ３ に 掲 げ る 日 か ら 起 算 し て 過 去 ３ 年 以 内 に 、 国 、 地 方 公 共 団 体 、 独 立 行 政 法 人 、
国 立 大 学 法 人 又 は 地 方 独 立 行 政 法 人 に お い て 、 自 動 車 の メ ン テ ナ ン ス 付 き リ ー ス 契
約 を 履 行 し た 又 は 履 行 中 の 実 績 が あ り 、 自 動 車 の 貸 付 け を 確 実 に 履 行 で き る 者 で あ
る こ と 。  

３   入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の 確 認  
入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 所 定 の 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書 に 、 ２ の ⑷ に

掲 げ る 事 項 に つ い て 証 明 で き る 書 類 を 添 付 し て 、 令 和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 （ 木 ） 午 後 ５ 時 1 5
分 ま で に 次 に 掲 げ る 場 所 に 提 出 し 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の 確 認 を 受 け
る こ と 。 な お 、 郵 送 に よ り 提 出 す る 場 合 は 、 書 留 郵 便 に よ り 行 う も の と し 、 同 日 同 時
刻 ま で 必 着 と す る 。  

郵 便 番 号 960 -8670   福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16 号  
福 島 県 総 務 部 財 務 総 室 総 務 課  
電 話 02 4 - 52 1 - 70 26  

４   契 約 条 項 を 示 す 場 所 及 び 期 間  
３ に 掲 げ る 場 所 に お い て 令 和 ７ 年 ２ 月 14 日 （ 金 ） か ら 同 年 ３ 月 ６ 日 （ 木 ） ま で （ 土

曜 日 及 び 日 曜 日 並 び に 同 年 ２ 月 24 日 を 除 く 。 ） の 午 前 ８ 時 30 分 か ら 午 後 ５ 時 15 分 ま で  
５   入 札 説 明 書 等 の 配 布  

次 に よ り 、 入 札 説 明 書 、 仕 様 書 、 申 請 書 等 を 配 布 す る 。  
⑴   配 布 期 間   ４ に 掲 げ る 期 間 に 同 じ 。  
⑵   配 布 場 所   ３ に 掲 げ る 場 所 に 同 じ 。  
⑶   そ の 他   郵 送 に よ る 配 布 を 希 望 す る 場 合 は 、 日 本 産 業 規 格 Ａ 列 ４ 番 の 大 き さ の 用

紙 50 枚 が 入 る 程 度 の 大 き さ で 、 所 定 の 料 金 分 の 切 手 を 貼 っ た 宛 先 明 記 の 返 信 用 封 筒
を 同 封 の 上 、 ３ に 掲 げ る 場 所 ま で 令 和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 （ 木 ） 午 後 ５ 時 15 分 ま で に 必 着
で 請 求 す る こ と 。  

６   入 札 及 び 開 札 の 日 時 及 び 場 所 等  
⑴   日 時   令 和 ７ 年 ３ 月 17 日 （ 月 ） 午 前 10 時  
⑵   場 所   福 島 県 庁 本 庁 舎 ２ 階 総 務 課 分 室 （ 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16 号 ）  

７   入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金  
⑴   入 札 保 証 金   入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 入 札 金 額 （ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 を 含

む 。 ） の 100分 の ３ 以 上 の 額 の 入 札 保 証 金 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 財 務
規 則 第 249条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お い て は 、 入 札 保 証 金 の 全 部 又
は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。  

⑵   契 約 保 証 金   落 札 者 は 、 契 約 金 額 の 100分 の ５ 以 上 の 額 の 契 約 保 証 金 を 納 付 し な け

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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れ ば な ら な い 。 た だ し 、 財 務 規 則 第 229条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お
い て は 、 契 約 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。  

８   入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 に 要 求 さ れ る 事 項  
こ の 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 開 札 日 の 前 日 ま で の 間 に お い て 、 提 出 し た 書 類 に

関 し 、 福 島 県 知 事 か ら 説 明 を 求 め ら れ た 場 合 は 、 そ れ に 応 じ な け れ ば な ら な い 。  
９   入 札 の 無 効  

２ の 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の な い 者 の し た 入 札 及 び 入 札 説 明 書 に お い て 示
す 入 札 に 関 す る 条 件 等 に 違 反 し た 入 札 は 、 無 効 と す る 。  

10   そ の 他  
⑴   契 約 手 続 に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨   日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨  
⑵   入 札 方 法   落 札 の 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の 100分

の 10 に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該 金 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の
端 数 金 額 を 切 り 捨 て た 金 額 ） を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 に 係
る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の 110
分 の 100 に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。  

⑶   落 札 者 の 決 定 方 法   予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 低 の 価 格 を も っ て 有 効 な 入 札 を
行 っ た 入 札 者 を 落 札 者 と す る 。  

⑷   契 約 書 作 成 の 要 否   要  
⑸   福 島 県 政 府 調 達 苦 情 検 討 委 員 会 か ら の 要 請 等   福 島 県 知 事 は 、 福 島 県 政 府 調 達 苦

情 検 討 委 員 会 （ 福 島 県 政 府 調 達 苦 情 検 討 委 員 会 設 置 要 綱 （ 平 成 ８ 年 福 島 県 告 示 第 320
号 ） 第 １ 条 に 規 定 す る 委 員 会 を い う 。 ） か ら 契 約 停 止 の 要 請 を 受 け た 場 合 は 契 約 の
執 行 を 停 止 し 、 契 約 を 破 棄 す る 提 案 が 出 さ れ た 場 合 は 契 約 を 破 棄 す る こ と が で き る 。  

⑹   そ の 他   詳 細 は 、 入 札 説 明 書 に よ る 。  
11   Summary  

⑴   N a t u r e  a n d  q u a n t i t y  o f  t h e  p r o d u c t s  t o  b e  l e a s e d :  4 3  v e h i c l e s   
i n c l u d i n g  m a i n t e n a n c e ,  e t c .  

⑵   T i m e - l i m i t  o f  t e n d e r  ( b y  h a n d ) :  1 0 : 0 0  a . m . ,  1 7  M a r c h ,  2 0 2 5  
⑶   C o n t a c t  p o i n t  f o r  t h e  n o t i c e :  G e n e r a l  A ff a i r s  D i v i s i o n ,  F i n a n c e  S e c t i o n ,  

G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  D e p a r t m e n t ,  F u k u s h i m a  P r e f e c t u r a l  G o v e r n m e n t ,  2 - 1 6  
Su g i t s um a - c h o ,  F u k u s h im a  C i t y ,  F u k u s h i m a  9 60 - 8 67 0  J a p a n  TE L  02 4 - 52 1 - 7 0 2 6  

                                                                （ 総   務   課 ）  
                       
公 告 第 ４ １ 号  

Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と
お り 一 般 競 争 入 札 を 行 う の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を
定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 3 7 2 号 ） 第 ６ 条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 3 9 年 福 島 県 規 則 第
17 号 。 以 下 「 財 務 規 則 」 と い う 。 ） 第 2 7 4 条 の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。  

令 和 ７ 年 ２ 月 14 日  
福 島 県 知 事   内   堀   雅   雄  

１   入 札 に 付 す る 事 項  
⑴   調 達 を す る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量    

ア   ロ ー タ リ 除 雪 車 （ 2 .6m 級 ）   １ 台  
イ   小 形 除 雪 車 （ 1 . 0m 級 ）   ２ 台  

⑵   調 達 を す る 物 品 等 の 仕 様 等   仕 様 書 に よ る 。  
⑶   納 入 期 限  

ア   令 和 ８ 年 ３ 月 27 日 （ 金 ）  
イ   令 和 ８ 年 ３ 月 27 日 （ 金 ）  

⑷   納 入 場 所  
ア   福 島 県 会 津 若 松 建 設 事 務 所 （ 福 島 県 会 津 若 松 市 追 手 町 ７ 番 ５ 号 ）  
イ   福 島 県 南 会 津 建 設 事 務 所 （ 福 島 県 南 会 津 郡 南 会 津 町 田 島 字 根 小 屋 甲 4277 番 １ ）  

２   入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 に 関 す る 事 項  
次 に 掲 げ る 条 件 を 全 て 満 足 し て い る 者 で あ り 、 か つ 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要

な 資 格 の 確 認 を 受 け た 者 で あ る こ と 。  
⑴   地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22年 政 令 第 16号 ） 第 167条 の ４ 第 １ 項 各 号 の い ず れ に も 該

当 し な い 者 で あ る こ と 。  
⑵   福 島 県 の 物 品 購 入 （ 修 繕 ） 競 争 入 札 参 加 有 資 格 者 名 簿 に 登 載 さ れ て い る 者 又 は 開

札 時 ま で に 福 島 県 の 物 品 購 入 （ 修 繕 ） 競 争 入 札 参 加 資 格 を 取 得 し て い る 者 で あ る こ
と 。  
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⑶   物 品 購 入 （ 修 繕 ） 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書 の 提 出 期 限 の 日 か ら 入 札 の 日
ま で の 間 に 福 島 県 か ら 物 品 の 買 入 れ 又 は 修 繕 に 係 る 参 加 資 格 制 限 を 受 け て い な い こ
と 。  

⑷   こ の 公 告 に 示 し た 仕 様 に 合 致 し た 物 品 又 は こ れ と 同 等 の 物 品 に つ い て 納 入 実 績 が
あ り 、 か つ 、 確 実 に 納 入 で き る こ と 。  

⑸   当 該 物 品 に 係 る 迅 速 な 保 守 及 び 修 理 の 体 制 が 整 備 さ れ て い る こ と 。  
３   入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の 確 認  

入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 所 定 の 物 品 購 入 （ 修 繕 ） 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申
請 書 に 、 ２ の ⑷ に 掲 げ る 事 項 に つ い て 証 明 で き る 書 類 を 添 付 し て 、 令 和 ７ 年 ３ 月 ７ 日
（ 金 ） 午 後 ５ 時 ま で に 次 に 掲 げ る 場 所 に 提 出 し 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格
の 確 認 を 受 け る こ と 。 な お 、 郵 送 に よ り 提 出 す る 場 合 は 、 同 日 午 後 ５ 時 ま で 必 着 と す
る 。  

郵 便 番 号 960 -8670   福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16 号  
福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課  
電 話 02 4 - 52 1 - 75 63  

４   契 約 条 項 を 示 す 場 所 及 び 期 間  
３ に 掲 げ る 場 所 に お い て 令 和 ７ 年 ２ 月 14 日 （ 金 ） か ら 同 年 ３ 月 ７ 日 （ 金 ） ま で （ 土

曜 日 及 び 日 曜 日 並 び に ２ 月 24 日 を 除 く 。 ） の 午 前 ８ 時 30 分 か ら 午 後 ５ 時 ま で  
５   入 札 書 の 提 出 場 所 等  

⑴   入 札 書 の 提 出 場 所 、 入 札 説 明 書 の 配 布 場 所 及 び 問 合 せ 先   ３ に 掲 げ る 場 所 に 同 じ 。  
な お 、 郵 送 に よ る 入 札 説 明 書 の 配 布 を 希 望 す る 場 合 は 、 日 本 産 業 規 格 Ａ 列 ４ 番 の 大
き さ の 用 紙 30 枚 が 入 る 程 度 の 大 き さ で 、 所 定 の 料 金 分 の 切 手 を 貼 っ た 宛 先 明 記 の 返
信 用 封 筒 を 同 封 の 上 、 ３ に 掲 げ る 場 所 ま で 令 和 ７ 年 ２ 月 25 日 （ 火 ） 午 後 ５ 時 ま で に
必 着 で 請 求 す る こ と 。  

⑵   入 札 説 明 会 の 日 時 及 び 場 所   令 和 ７ 年 ２ 月 25 日 （ 火 ） 午 前 11 時   福 島 県 出 納 局 入
札 用 度 課  

⑶   入 札 及 び 開 札 の 日 時 及 び 場 所  
ア   １ の ⑴ の ア に 掲 げ る 物 品 等   令 和 ７ 年 ３ 月 28 日 （ 金 ） 午 後 １ 時 30 分   福 島 県 出

納 局 入 札 用 度 課  
イ   １ の ⑴ の イ に 掲 げ る 物 品 等   令 和 ７ 年 ３ 月 28 日 （ 金 ） 午 後 ２ 時   福 島 県 出 納 局

入 札 用 度 課  
（ 郵 便 に よ り 入 札 を す る 場 合 は 、 書 留 郵 便 に よ り 行 う も の と し 、 令 和 ７ 年 ３ 月 2 7

日 （ 木 ） 午 後 ５ 時 ま で に 必 着 の こ と 。 ）  
６   入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金  

⑴   入 札 保 証 金   こ の 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 入 札 金 額 （ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税
を 含 む 。 ） の 100分 の ３ 以 上 の 額 の 入 札 保 証 金 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、
財 務 規 則 第 2 4 9 条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お い て は 、 入 札 保 証 金 の
全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。  

⑵   契 約 保 証 金   落 札 者 は 、 契 約 金 額 の 100分 の ５ 以 上 の 額 の 契 約 保 証 金 を 納 付 し な け
れ ば な ら な い 。 た だ し 、 財 務 規 則 第 229条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お
い て は 、 契 約 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。  

７   入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 に 要 求 さ れ る 事 項  
こ の 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 開 札 日 の 前 日 ま で の 間 に お い て 、 提 出 し た 書 類 に

関 し 、 福 島 県 知 事 か ら 説 明 を 求 め ら れ た 場 合 は 、 そ れ に 応 じ な け れ ば な ら な い 。  
８   入 札 の 無 効  

２ の 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の な い 者 の し た 入 札 及 び 入 札 説 明 書 に お い て 示
す 入 札 に 関 す る 条 件 等 に 違 反 し た 入 札 は 、 無 効 と す る 。  

９   そ の 他  
⑴   契 約 手 続 に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨   日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨  
⑵   入 札 方 法   落 札 の 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の 100分

の 10 に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該 金 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の
端 数 金 額 を 切 り 捨 て た 金 額 ） を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 に 係
る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の 110
分 の 100 に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。  

⑶   落 札 者 の 決 定 方 法   予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 低 の 価 格 を も っ て 有 効 な 入 札 を
行 っ た 者 を 落 札 者 と す る 。  

⑷   契 約 書 作 成 の 要 否   要  
⑸   福 島 県 政 府 調 達 苦 情 検 討 委 員 会 か ら の 要 請 等   福 島 県 知 事 は 、 福 島 県 政 府 調 達 苦
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情 検 討 委 員 会 （ 福 島 県 政 府 調 達 苦 情 検 討 委 員 会 設 置 要 綱 （ 平 成 ８ 年 福 島 県 告 示 第 320
号 ） 第 １ 条 に 規 定 す る 委 員 会 を い う 。 ） か ら 契 約 停 止 の 要 請 を 受 け た 場 合 は 契 約 の
執 行 を 停 止 し 、 契 約 を 破 棄 す る 提 案 が 出 さ れ た 場 合 は 契 約 を 破 棄 す る こ と が で き る 。  

⑹   そ の 他   詳 細 は 、 入 札 説 明 書 に よ る 。  
10   Summary  

⑴   N a t u r e  a n d  q u a n t i t y  o f  t h e  p r o d u c t s  t o  b e  p u r c h a s e d :  
①   Ro t a r y  S n o w  P l o w ( 2 . 6 m  c l a s s )  1  u n i t  
②   S m a l l  S n o w  P l o w ( 1 . 0 m  c l a s s )  2  u n i t s  

⑵   T i m e - l i m i t  o f  t e n d e r  ( b y  h a n d ) :  
①   1 : 3 0  p . m . ,  2 8  M a r c h  2 0 2 5  
②   2 : 0 0  p . m . ,  2 8  M a r c h  2 0 2 5  

⑶   T i m e - l i m i t  o f  t e n d e r  ( b y  m a i l ) :  5 : 00  p .m . ,  2 7  Ma r ch  2 025  
⑷   C o n t a c t  p o i n t  f o r  t h e  n o t i c e :  B i d  A dm i n i s t r a t i o n  D i v i s i o n ,  T r e a s u r y  B u r e a u ,  

Fukush ima  Pre fectural  Governmen t ,  2 -16  Sug i tsuma-cho ,  Fukush ima  Ci ty ,  Fukushima  
960 -8670  Jap an  TEL 024 -521 - 7413  

（ 入 札 用 度 課 ）  
                       
公 告 第 ４ ２ 号  

Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と
お り 一 般 競 争 入 札 を 行 う の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を
定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 3 7 2 号 ） 第 ６ 条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 3 9 年 福 島 県 規 則 第
17 号 。 以 下 「 財 務 規 則 」 と い う 。 ） 第 274 条 の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。  

令 和 ７ 年 ２ 月 14 日  
福 島 県 知 事   内   堀   雅   雄  

１   入 札 に 付 す る 事 項  
⑴   調 達 を す る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量  

ア   コ ピ ー 用 紙 Ａ ４ （ 2 , 5 0 0 枚 入 ）   予 定 数 量   2 4 , 0 0 0 箱  
イ   コ ピ ー 用 紙 Ａ ３ （ 1 , 5 0 0 枚 入 ）   予 定 数 量   1 , 3 1 0 箱  
ウ   コ ピ ー 用 紙 Ｂ ４ （ 2 , 5 0 0 枚 入 ）   予 定 数 量   1 , 2 6 0 箱  

⑵   調 達 を す る 物 品 等 の 仕 様 等   仕 様 書 に よ る 。  
⑶   納 入 期 限   令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ８ 年 ３ 月 31 日 ま で の 間 の 福 島 県 知 事 が 指 定

す る 日  
⑷   納 入 場 所   福 島 県 知 事 が 指 定 す る 場 所  

２   入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 に 関 す る 事 項  
次 に 掲 げ る 条 件 を 全 て 満 足 し て い る 者 で あ り 、 か つ 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要

な 資 格 の 確 認 を 受 け た 者 で あ る こ と 。  
⑴   地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22年 政 令 第 16号 ） 第 167条 の ４ 第 １ 項 各 号 の い ず れ に も 該

当 し な い 者 で あ る こ と 。  
⑵   福 島 県 の 物 品 購 入 （ 修 繕 ） 競 争 入 札 参 加 有 資 格 者 名 簿 に 登 載 さ れ て い る 者 又 は 開

札 時 ま で に 福 島 県 の 物 品 購 入 （ 修 繕 ） 競 争 入 札 参 加 資 格 を 取 得 し て い る 者 で あ る こ
と 。  

⑶   物 品 購 入 （ 修 繕 ） 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書 の 提 出 期 限 の 日 か ら 入 札 の 日
ま で の 間 に 福 島 県 か ら 物 品 の 買 入 れ 又 は 修 繕 に 係 る 参 加 資 格 制 限 を 受 け て い な い こ
と 。  

⑷   こ の 公 告 に 示 し た 仕 様 に 合 致 し た 物 品 又 は こ れ と 同 等 の 物 品 に つ い て 納 入 実 績 が
あ り 、 か つ 、 確 実 に 納 入 で き る こ と 。  

３   入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の 確 認  
入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 所 定 の 物 品 購 入 （ 修 繕 ） 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申

請 書 に 、 ２ の ⑷ に 掲 げ る 事 項 に つ い て 証 明 で き る 書 類 を 添 付 し て 、 令 和 ７ 年 ３ 月 10 日
（ 月 ） 午 後 ５ 時 ま で に 次 に 掲 げ る 場 所 に 提 出 し 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格
の 確 認 を 受 け る こ と 。 な お 、 郵 送 に よ り 提 出 す る 場 合 は 、 同 日 同 時 刻 ま で に 必 着 と す
る 。  

郵 便 番 号 960 -8670   福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16 号  
福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課  
電 話 02 4 - 52 1 - 74 13  

４   契 約 条 項 を 示 す 場 所 及 び 期 間  
３ に 掲 げ る 場 所 に お い て 令 和 ７ 年 ２ 月 14 日 （ 金 ） か ら 同 年 ３ 月 10 日 （ 月 ） ま で （ 土

曜 日 及 び 日 曜 日 並 び に 同 年 ２ 月 24 日 を 除 く 。 ） の 午 前 ８ 時 30 分 か ら 午 後 ５ 時 ま で  
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５   入 札 書 の 提 出 場 所 等  

⑴   入 札 書 の 提 出 場 所 、 入 札 説 明 書 の 配 布 場 所 及 び 問 合 せ 先   ３ に 掲 げ る 場 所 に 同 じ 。
な お 、 郵 送 に よ る 入 札 説 明 書 の 配 布 を 希 望 す る 場 合 は 、 日 本 産 業 規 格 Ａ 列 ４ 番 の 大
き さ の 用 紙 16 枚 が 入 る 程 度 の 大 き さ で 、 所 定 の 料 金 分 の 切 手 を 貼 っ た 宛 先 明 記 の 返
信 用 封 筒 を 同 封 の 上 、 ３ に 掲 げ る 場 所 ま で 令 和 ７ 年 ２ 月 19 日 （ 水 ） 午 後 ５ 時 ま で に
必 着 で 請 求 す る こ と 。  

⑵   入 札 説 明 会 の 日 時 及 び 場 所   令 和 ７ 年 ２ 月 19 日 （ 水 ） 午 後 ２ 時   福 島 県 出 納 局 入
札 用 度 課  

⑶   入 札 及 び 開 札 の 日 時 及 び 場 所  
ア   １ の ⑴ の ア に 掲 げ る 物 品 等   令 和 ７ 年 ３ 月 27 日 （ 木 ） 午 後 １ 時 30 分   福 島 県 出

納 局 入 札 用 度 課  
イ   １ の ⑴ の イ に 掲 げ る 物 品 等   令 和 ７ 年 ３ 月 27 日 （ 木 ） 午 後 １ 時 50 分   福 島 県 出

納 局 入 札 用 度 課  
ウ   １ の ⑴ の ウ に 掲 げ る 物 品 等   令 和 ７ 年 ３ 月 27 日 （ 木 ） 午 後 ２ 時 10 分   福 島 県 出

納 局 入 札 用 度 課  
上 記 ア 、 イ 、 ウ に つ い て 郵 便 に よ り 入 札 を す る 場 合 は 、 書 留 郵 便 に よ り 行 う も の

と し 、 令 和 ７ 年 ３ 月 26 日 （ 水 ） 午 後 ５ 時 ま で に 必 着 の こ と 。  
６   入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金  

⑴   入 札 保 証 金   こ の 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 入 札 金 額 （ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税
を 含 む 。 ） に 当 該 入 札 に 係 る 予 定 数 量 を 乗 じ て 得 た 額 の 1 0 0 分 の ３ 以 上 の 額 の 入 札 保
証 金 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 財 務 規 則 第 2 4 9 条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に
該 当 す る 場 合 に お い て は 、 入 札 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。  

⑵   契 約 保 証 金   落 札 者 は 、 契 約 単 価 に 当 該 入 札 に 係 る 予 定 数 量 を 乗 じ 、 さ ら に 100分
の 110 を 乗 じ て 得 た 金 額 の 100 分 の ５ 以 上 の 額 の 契 約 保 証 金 を 納 付 し な け れ ば な ら な
い 。 た だ し 、 財 務 規 則 第 2 2 9 条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お い て は 、 契
約 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。  

７   入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 に 要 求 さ れ る 事 項  
こ の 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 開 札 日 の 前 日 ま で の 間 に お い て 、 提 出 し た 書 類 に

関 し 、 福 島 県 知 事 か ら 説 明 を 求 め ら れ た 場 合 は 、 そ れ に 応 じ な け れ ば な ら な い 。  
８   入 札 の 無 効  

２ の 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の な い 者 の し た 入 札 及 び 入 札 説 明 書 に お い て 示
す 入 札 に 関 す る 条 件 等 に 違 反 し た 入 札 は 、 無 効 と す る 。  

９   そ の 他  
⑴   契 約 手 続 に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨   日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨  
⑵   入 札 方 法   入 札 書 に は 、 １ 箱 当 た り の 単 価 を 記 載 す る こ と 。 な お 、 こ の 入 札 に よ

る 契 約 は 、 落 札 者 が 入 札 書 に 記 載 し た 金 額 を 契 約 単 価 と し 、 支 払 金 額 は 、 契 約 単 価
に 購 入 数 量 を 乗 じ て 得 た 金 額 （ 当 該 金 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は そ の 端 数 金
額 を 切 り 捨 て た 金 額 ） に 当 該 金 額 の 1 0 0 分 の 1 0 に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該 金
額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は そ の 端 数 金 額 を 切 り 捨 て た 金 額 ） と す る の で 、 入
札 者 は 、 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ
た 契 約 希 望 金 額 の 110 分 の 100 に 相 当 す る 単 価 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。  

⑶   落 札 者 の 決 定 方 法   予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 低 の 価 格 を も っ て 有 効 な 入 札 を
行 っ た 者 を 落 札 者 と す る 。  

⑷   契 約 書 作 成 の 要 否   要  
⑸   福 島 県 政 府 調 達 苦 情 検 討 委 員 会 か ら の 要 請 等   福 島 県 知 事 は 、 福 島 県 政 府 調 達 苦

情 検 討 委 員 会 （ 福 島 県 政 府 調 達 苦 情 検 討 委 員 会 設 置 要 綱 （ 平 成 ８ 年 福 島 県 告 示 第 320
号 ） 第 １ 条 に 規 定 す る 委 員 会 を い う 。 ） か ら 契 約 停 止 の 要 請 を 受 け た 場 合 は 契 約 の
執 行 を 停 止 し 、 契 約 を 破 棄 す る 提 案 が 出 さ れ た 場 合 は 契 約 を 破 棄 す る こ と が で き る 。  

⑹   そ の 他   詳 細 は 、 入 札 説 明 書 に よ る 。  
10   Summary  

⑴   N a t u r e  a n d  e s t i m a t e d  q u a n t i t y  o f  t h e  p r o d u c t s  t o  b e  p u r c h a s e d :  
①   A4 s i z e  cop y  pap er  ( 2 , 500  s he e t s /b ox )  Schedu l ed  quan t i t y :  24 , 000  b oxe s  
②   A3 s i z e  cop y  pap er  ( 1 , 500  s he e t s /b ox )  Schedu l ed  quan t i t y :  1 , 310  box es  
③   B4 s i ze  c opy  pape r  ( 2 , 500  s he e t s /box )  Schedu l e d  qu an t i t y :  1 , 260  b oxe s  

⑵   T i m e - l i m i t  o f  t e n d e r  ( b y  h a n d ) :  
①   1 : 3 0  p . m . ,  2 7  M a r c h  2 0 2 5  
②   1 : 5 0  p . m . ,  2 7  M a r c h  2 0 2 5  
③   2 : 1 0  p . m . ,  2 7  M a r c h  2 0 2 5  
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⑶   T i m e - l i m i t  o f  t e n d e r  ( b y  m a i l ) :  5 : 0 0  p . m . ,  2 6  M a r c h  2 0 2 5  
⑷   C o n t a c t  p o i n t  f o r  t h e  n o t i c e :  B i d  A d m i n i s t r a t i o n  D i v i s i o n ,  T r e a s u r y  Bu r e a u ,  

Fukushima  Pre fec tura l  Government ,  2-16  Sug i t suma-cho ,  Fukushima  Ci ty ,  Fukushima  
960-8670  Japan  TEL 024 -521- 7413  

（ 入 札 用 度 課 ）  
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公 告 第 １ 号  
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 福 島 県 立 病 院 （ 診 療 所 ） ５ 施 設

で 使 用 す る 電 気 に つ い て 、 次 の と お り 一 般 競 争 入 札 を 行 う の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等
又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 ） 第 ６ 条 及 び 福 島 県
病 院 局 財 務 規 程 （ 平 成 16 年 福 島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 ５ 号 。 以 下 「 財 務 規 程 」 と い う 。 ）
第 221 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。  
    令 和 ７ 年 ２ 月 14 日  
                                        福 島 県 病 院 事 業 管 理 者   挾   間   章   博    
１   入 札 に 付 す る 事 項  

⑴   調 達 を す る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量    
    福 島 県 立 病 院 （ 診 療 所 ） ５ 施 設 で 使 用 す る 電 気   予 定 数 量 3 , 8 4 9 , 2 0 0 kWh  
⑵   調 達 を す る 物 品 等 の 仕 様 等   仕 様 書 に よ る 。  
⑶   供 給 期 間   令 和 ７ 年 ６ 月 １ 日 か ら 令 和 ８ 年 ５ 月 31 日 ま で  
⑷   供 給 場 所   福 島 県 立 ふ く し ま 医 療 セ ン タ ー こ こ ろ の 杜 （ 福 島 県 西 白 河 郡 矢 吹 町 滝

八 幡 100 番 地 ） ほ か ４ 施 設  
２   入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 に 関 す る 事 項  

次 に 掲 げ る 条 件 を 全 て 満 足 し て い る 者 で あ り 、 か つ 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要
な 資 格 の 確 認 を 受 け た 者 で あ る こ と 。  
⑴   地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22年 政 令 第 16号 ） 第 167条 の ４ 第 １ 項 各 号 の い ず れ に も 該

当 し な い 者 で あ る こ と 。  
⑵   ３ に 掲 げ る 日 か ら 入 札 の 日 ま で の 間 に 、 福 島 県 か ら 入 札 参 加 資 格 制 限 措 置 又 は 指

名 停 止 を 受 け て い な い 者 で あ る こ と 。  
⑶   会 社 更 生 法 （ 平 成 14年 法 律 第 154号 ） の 規 定 に よ る 更 生 手 続 開 始 の 申 立 て を し て い

る 者 若 し く は 申 立 て が な さ れ て い る 者 又 は 民 事 再 生 法 （ 平 成 1 1 年 法 律 第 2 2 5 号 ） の 規
定 に よ る 再 生 手 続 開 始 の 申 立 て を し て い る 者 若 し く は 申 立 て が な さ れ て い る 者 に あ っ
て は 、 当 該 手 続 開 始 の 決 定 を 受 け た 後 に 、 こ の 入 札 に 参 加 す る こ と に 支 障 が な い と
認 め ら れ る 者 で あ る こ と 。  

⑷   電 気 事 業 法 （ 昭 和 39年 法 律 第 170号 ） 第 ２ 条 の ２ の 規 定 に よ り 小 売 電 気 事 業 者 と し
て 登 録 を 受 け て い る 者 で あ る こ と 。  

⑸   福 島 県 が 示 す 予 定 使 用 電 気 量 と 同 程 度 の 電 気 供 給 実 績 が あ り 、 か つ 、 供 給 開 始 日
か ら 確 実 に 安 定 し た 供 給 が で き る 者 で あ る こ と 。  

⑹   福 島 県 電 力 の 調 達 に 係 る 環 境 配 慮 方 針 第 ５ 条 に 定 め る 入 札 参 加 資 格 要 件 を 満 た す
者 で あ る こ と 。  

３   入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の 確 認  
入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 所 定 の 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書 に 、 ２ の ⑷ か

ら ⑹ ま で に 掲 げ る 事 項 に つ い て 証 明 で き る 書 類 を 添 付 し て 、 令 和 ７ 年 ３ 月 ７ 日 （ 金 ）
午 後 ５ 時 15 分 ま で に 次 に 掲 げ る 場 所 に 提 出 し 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の
確 認 を 受 け る こ と 。 な お 、 郵 送 に よ り 提 出 す る 場 合 は 、 書 留 郵 便 に よ り 行 う も の と し 、
同 日 同 時 刻 ま で に 必 着 と す る 。  

郵 便 番 号 960 -8043   福 島 県 福 島 市 中 町 ８ 番 ２ 号  
福 島 県 病 院 局 病 院 経 営 課  
電 話 02 4 - 52 1 - 72 29  

４   契 約 条 項 を 示 す 場 所 及 び 期 間  
３ に 掲 げ る 場 所 に お い て 、 令 和 ７ 年 ２ 月 14日 （ 金 ） か ら 同 年 ３ 月 ７ 日 （ 金 ） ま で （ 土

曜 日 及 び 日 曜 日 並 び に 同 年 ２ 月 24 日 を 除 く 。 ） の 午 前 ８ 時 30 分 か ら 午 後 ５ 時 15 分 ま で  
５   入 札 説 明 書 等 の 配 布  

次 に よ り 、 入 札 説 明 書 、 仕 様 書 、 申 請 書 等 を 配 布 す る 。  
⑴   配 布 期 間   ４ に 掲 げ る 期 間 に 同 じ 。  
⑵   配 布 場 所   ３ に 掲 げ る 場 所 に 同 じ 。  
⑶   そ の 他   郵 送 に よ る 配 布 を 希 望 す る 場 合 は 、 日 本 産 業 規 格 Ａ 列 ４ 番 の 大 き さ の 用

紙 20 枚 が 入 る 程 度 の 大 き さ で 、 所 定 の 料 金 分 の 切 手 を 貼 っ た 宛 先 明 記 の 返 信 用 封 筒
を 同 封 の 上 、 ３ に 掲 げ る 場 所 ま で 令 和 ７ 年 ２ 月 25 日 （ 火 ） 午 後 ５ 時 15 分 ま で に 必 着
で 請 求 す る こ と 。  

６   入 札 及 び 開 札 の 日 時 及 び 場 所 等  
⑴   日 時   令 和 ７ 年 ３ 月 28 日 （ 金 ） 午 前 10 時  
⑵   場 所   福 島 県 自 治 会 館 ４ 階 病 院 局 会 議 室 （ 福 島 県 福 島 市 中 町 ８ 番 ２ 号 ）  
⑶   そ の 他   郵 便 に よ り 入 札 を す る 場 合 は 、 書 留 郵 便 に よ り 行 う も の と し 、 令 和 ７ 年

３ 月 27 日 （ 木 ） 午 後 ５ 時 15 分 ま で に ３ に 掲 げ る 場 所 に 必 着 と す る 。  

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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７   入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金  

⑴   入 札 保 証 金   入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 入 札 金 額 （ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 を 含
む 。 ） の 1 0 0 分 の ３ 以 上 の 額 の 入 札 保 証 金 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 財 務
規 程 第 1 9 2 条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お い て は 、 入 札 保 証 金 の 全 部 又
は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。  

⑵   契 約 保 証 金   落 札 者 は 、 契 約 金 額 の 100分 の ５ 以 上 の 額 の 契 約 保 証 金 を 納 付 し な け
れ ば な ら な い 。 た だ し 、 財 務 規 程 第 174条 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お い て は 、
契 約 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。  

８   入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 に 要 求 さ れ る 事 項  
こ の 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 開 札 日 の 前 日 ま で の 間 に お い て 、 提 出 し た 書 類 に

関 し 、 福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 か ら 説 明 を 求 め ら れ た 場 合 は 、 そ れ に 応 じ な け れ ば な ら
な い 。  

９   入 札 の 無 効  
２ の 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の な い 者 の し た 入 札 及 び 入 札 説 明 書 に お い て 示

す 入 札 に 関 す る 条 件 等 に 違 反 し た 入 札 は 、 無 効 と す る 。  
10   入 札 の 効 力  

本 件 入 札 は 、 そ の 契 約 に 係 る 予 算 が 可 決 さ れ 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 以 降 で 予 算 の 執 行
が 可 能 と な っ た と き に 、 入 札 の 効 力 が 生 じ る 。 な お 、 入 札 の 効 力 が 生 じ な か っ た こ と
に よ り 、 契 約 が 成 立 し な か っ た 、 又 は 締 結 さ れ な か っ た こ と に よ る 損 害 に つ い て は 、
福 島 県 は 、 こ れ を 一 切 賠 償 し な い 。  

11   そ の 他  
⑴   契 約 手 続 に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨   日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨  
⑵   入 札 方 法   入 札 金 額 は 、 各 入 札 者 に お い て 設 定 す る 契 約 電 力 に 対 す る 単 価 （ kW単

価 （ 小 数 点 以 下 を 含 む こ と が で き る 。 ） 。 同 一 月 に お い て は 単 一 の も の と す る 。 ）
及 び 使 用 電 力 量 に 対 す る 単 価 （ kWh 単 価 （ 小 数 点 以 下 を 含 む こ と が で き る 。 ） 。 同 一
月 に お い て は 単 一 の も の と す る 。 ） を 根 拠 と し 、 県 が 提 示 す る 契 約 電 力 及 び 予 定 使
用 電 力 量 の 対 価 を 入 札 金 額 と す る こ と 。 な お 、 落 札 の 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に
記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の 100分 の 10に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該 金 額 に １
円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 金 額 を 切 り 捨 て る も の と す る 。 ） を も っ て 落
札 価 格 と す る の で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る
か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の 110 分 の 100 に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載
す る こ と 。  

⑶   落 札 者 の 決 定 方 法   予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 低 の 価 格 を も っ て 有 効 な 入 札 を
行 っ た 入 札 者 を 落 札 者 と す る 。  

⑷   契 約 書 作 成 の 要 否   要  
⑸   福 島 県 政 府 苦 情 検 討 委 員 会 か ら の 要 請 等   福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 は 、 福 島 県 政 府

調 達 苦 情 検 討 委 員 会 （ 福 島 県 政 府 調 達 苦 情 検 討 委 員 会 設 置 要 綱 （ 平 成 ８ 年 福 島 県 告
示 第 320号 ） 第 １ 条 に 規 定 す る 委 員 会 を い う 。 ） か ら 契 約 停 止 の 要 請 を 受 け た 場 合 は
契 約 の 執 行 を 停 止 し 、 契 約 を 破 棄 す る 提 案 が 出 さ れ た 場 合 は 契 約 を 破 棄 す る こ と が
で き る 。  

⑹   そ の 他   詳 細 は 、 入 札 説 明 書 に よ る 。  
12   Summary  

⑴   N a t u r e  a n d  q u a n t i t y  o f  t h e  p r o d u c t s  t o  b e  p u r c h a s e d :  E l e c t r i c i t y  S u p p l y  
f o r  u s e  a t  5  F u k u s h i m a  P r e f e c t u r a l  h o s p i t a l s  o r  c l i n i c s  ( P l a n n e d  a n n u a l   
p o w e r  c o n s u m p t i o n :  3 , 8 4 9 , 2 0 0 k W h )  

⑵   T i m e - l i m i t  o f  t e n d e r  ( b y  h a n d ) :  1 0 : 0 0  a . m . ,  2 8  Ma r ch  2 025  
⑶   T i m e - l i m i t  o f  t e n d e r  ( b y  m a i l ) :  5 : 1 5  p .m . ,  2 7  Ma r c h  2 025  
⑷   C o n t a c t  p o i n t  f o r  t h e  n o t i c e :  H o s p i t a l  M a n a g e m e n t  D i v i s i o n ,  P r e f e c t u r a l  

H o s p i t a l  B u r e a u ,  F u k u s h im a  P r e f e c t u r a l  Go v e r n me n t ,  8 - 2  Na k am a c h i ,  F u k u s h im a  
C i t y ,  F uk u s h ima  9 60 - 8 043  J a p a n  TEL 024 - 521 - 7 229  

（ 病 院 経 営 課 ）  
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